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　　　　　ダイジェスト

求められる協力体制

司会：最近日本のNGOというの

は大変注目されるようになりまし

た｡海外で活動しているＮＧＯ､お

よそ300と言われていますが、特

に活動の場所はアジアが参くて、

賞てはカンボジア、タイ、ベトナ

ム等が非常に多かったのですが、

最近はネパール、ミャンマー、ラ

オス等に活動の場を移して来て、

いろんな実績を上げているNGO

が多くなっています。またNGO

というのは以前は福祉サービス活

動が中心でしたが､最近の日本の

NGOの活動は持続的な自立を促

すような、非常に広範囲で、しか

も深い活動に移行しているのが現

状です｡活動の分野も保健医療か

ら教育､更に環境保全と、幅を広

げています。そういう中で、３月

19日にNPO法が成立しました。

これは優遇税制の問題とか､担当

官庁がどう動かしていくか､まだ

不透明な部分もありますが､少な

くてもボランティア団体に法人格

を与えて活動が法的に保障される

という面で､一歩前進と受け止め

てもいいのではないかと思いま

す。このNPO法が今後の日本の

NGO/NPO活動にどのような影

響を及ぼして来るのでしょうか。

菅波　茂：阪神大震災で盛り上

がったボランティアNGOを国づ

くりに役立てようということで、

NPO法が成立したわけですが、

阪神大震災後､ボランティアにつ

いて『売名行為』と称することが
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無くなりました。本来日本はボラ

ンティアの無い国ではなくて、む

しろ団体ボランアレノ'としては非

常にボランティア先進国であり、

町内宍とか珀城のために、皆さん

汗を流していました｡地域ぐるみ、

組織ぐるみというのが日本のボラ

ンティア形式であり、個人で動く

ということは少なく、ともすれば

売名行為と後ろ指を指されたりし

たものですが、阪神火震災後は個

人ボランティアも当たり前となり、

市民権を得たと言えるでしょう。

　NPO法ができることによって、

各団体が正式に登録されます。そ

うするとどの団体がどんなことを

しているかが分かるようになりま

す。従って個人ボランティアをし

たい方が、どこで、どんなボラン

ティアができるかを選択でき、非

常に簡単にボランティア活動がで

きるようになったことが国内にお

ける大きな成果です。また国外的

には、どこの国に私たちが緊急人

道援助で行っても、登録されてい

ない任意団体の場合は海外では信

用がありません。なかなか仕事を

させてくれないという事実がある

のです｡今後､日本の団体が海外に

出て行く時に、NPOに登録されて

いますと、非常に海外で信用され、

仕事がしやすくなると思われます。

浅野ジュン:福祉とか､地域づくり

をやっていく中では､今､ＮＰＯ法

が道ったということで、法人格を

持って何かメリットかというと、

例えば事務所を構える時でも、代

表が法人格を取っていると、それ

なりの信頼性とか、信用度が増す

わけで､構え安くはなりますが､特

に税制面で優遇があるわけではな

く、結果的には自立してやらなく

てはならない｡ＮＰＯ法が通ると、

即､企業が献金してくれるとか､行

政から什淑がくるとか割と安易に

考えがちですが、なかなかそのへ

んは難しくて、自分かちでかなり

自立してやっていかなければなり

ません。新聞等でNPO法成立とい

ろいろ取り上げられていますが、

当事者であるボランティアの人た

ちだとか､福祉をする人たちが､民

間主導型の地域づくりなり、ＮＧＯ

主導型の支援活動なり、行政にな

んでも頼るのではなくて、自分だ

ちなりの活動を行っていこうとい

う心根がないと、どうもNPO法が

通ったからと喜んでばかりはいら

れないと思っています。問題はた

くさんあると思っています。

司会:NGOというのは国際協力活

動を行う中においてフットワーク

の良さとか、活動は非常に苧:の根

レベルであり、相ﾄ国のニーズを

いち早く把握して、的確なを援が

できるなどたくさんのメリットを

特っています。しかしながら晨大

の弱点は、資金的な問題です。ま

た、どちらかというと唯我独尊型

で、自分かちのﾄH体だけの殼に閉

じこもりがちです』ΛNANという

のはこうしたＮＧＯの弱点を打破

敷

言

｛
ｓ
　
″

一 一

ll　AMDAJot4rれ�1998､8



ｒ‾

　　するために作られたわけでして、

　　協力体制の中ですこしでも弱点が

　　補われればと思っています。

　　　他にどんな弱点があり、またど

　　のように克服していけばよいとぢ

　　えられているのでしょうか。

⌒　菅波：私たちはザンビアの首都ル

　～　サカの低所得者の健康問題に問し

　　たプロジェクトを行っています。

　　現地の人々と色々話し合っている

　　中で、いわゆる健康問題に問する

　　知識教育だけでは不足で、貧困問

　　題をその健康の中に取り入れてく

　　れなければ意味がないといわれま

　　した。そうするとＡＭＤＡは医療の

　　専門家ですが、貧困に対する方法

　　論を持っていないわけで、これは

　　一つの大きな弱点と言えます。そ

　　こでその弱点をカバーするために、

　　貧困問題のグローバルスタンダー

　　　ドであるマイクロクレジットの制

｀　度を取り入れたのです。この小規

　　模融資制度を開発したバングラデ

　　シュのＮＧＯと組み、ザンビアに

　　招きました。　しかしバングラデ

　　シュのＮＧＯも、ザンビアの生活習

　　慣が分からないため、現地スタッ

　　フによるＡＭＤＡザンビアという

　　ＡＭＤＡの支部を作り、AMDAジャ

　　パンとバングラデシュのＮＧＯと

　　AMDAザンビアの連携で、貧困対

　　策をどうするか、健康教育と貧困

　　問題をどう展開して行くかを検討

　　しました。こうした連携のかたち

　　で一つのプロジェクトを作り、そ

　　れをＯＤＡの中に入れて､ODAの資

公で現的犯行中という、NGOの弱

点屯服の削があります。

浅野：私たち中国地域づくり交流

会はNPOではありません。今後も

そうなるかどうかは決めていませ

ん｡今は任意団体で､ある時開がき

て環境が整えば、NPOに変わり法

人格を持つこともあるかもしれま

せん｡ただ､後ろ仁交流会というの

が株式会社を持っております。こ

れは珍しいことだと思いますが、

中国地域づくり交流会という任意

団体を支えるために株式会社を

持っているのです。　８年間の活動

の中で、いろいろと実験を重ねて

きましたから、現時点ではこのま

までやっていこうと思っています。

　中国地域づくり交流会は700人

の方がいて、年間３千円の会費で

すから年間200万足らずのお金し

か集まりません｡ただ､株式会社を

持っています。町づくりのために

交流会を支えましょうということ

で呼び掛けて、一目５万円が、約

160人くらい集まり、1600万円くら

いの株式会社を作りました｡但し、

町づくりに夢を掛けましょうとい

うことで､配当金は無しです｡株式

会社があるからある程度の信用が

できたのですが、これも事業をす

る上で、「あなたたちはボランティ

アをやっているのに、後ろに株式

会社を持って、これは営利団体

じゃないの」と８年前からずっ

と言われてきましたが、最近有

り難い事に交流会も認知されて

きたようです。市民参加の町づ

くりということで、市民を入れ

て考えていかなければならない

時に、いろいろ施策提案等して

きましたので､最近､行政､国土

庁､経済企画庁の方から、協力の

お話がしばしば来ます。こうし

てプロジェクトができるもので、

黒字にはなりませんけれども、

交流会を維持していけるという

段階にまではなって来ています。

　唯我独尊型でやっている交流

会の人たちはネットワークの中

で夫々が独白に活動しています

が、交流会を維持する意味でも、

活動の内容（プロジェクト）を事

務局に発信してもらい、その

個々のプロジェクトをコーディ

ネートして、行政と共同プロ

ジェクトを作るなど、活動しや

すく調整したりもしています。

８年間で蓄積された情報は、人

材の情報だけでも3000件ありま

す。また自治体の情報も町の概

要等含めてかなりストックして

います。このようにいつでも協

力体制がとれる土俵を整えてい

るのです。
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